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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上方に付勢された状態で基盤(20)に支持されて上下方向に移動可能な直杆状の紙押え部
材(31)により、前記基盤(20)上に載置された裁断紙を圧接保持して、前記紙押え部材(31)
に沿って切断刃(41)を移動させながら前記裁断紙を裁断する紙裁断機(10)であって、
　前記紙押え部材（31）の一端部が支持される前記基盤(20)の最終切断位置側に支持され
て前記紙押え部材（31）の延長方向に揺動自在な第１の揺動リンク(33b)と、該紙押え部
材（31）の他端部が支持される切断開始位置側に支持されて該紙押え部材（31）に沿った
方向に揺動自在な第２の揺動リンク(33a)と、前記第１の揺動リンクの自由端と前記第２
の揺動リンク(33a,33b)の自由端との間に回動自在に支持された連接リンク(33c) と、か
らなる4節リンク列機構（33）を、前記紙押え部材(31)に沿って平行に複数配設し、
　前記紙押え部材(31)の下端部に設けられたリンク案内部材(34)の両端にガイド孔(34a)
を設け、夫々のガイド孔(34a)に前記第１及び第２の揺動リンク（33a,33b）を挿通させる
とともに、該リンク案内部材(34)と前記紙押え部材(31)との間に前記連接リンク(33c、33
c)を配することで、
　前記リンク案内部材（34）と一体形成された紙押え板(35)が下降限位置に向かう際に、
前記第１の4節リンク列機構の第１の揺動リンクが、隣り合う前記第２の4節リンク列機構
の第２の揺動リンクとは逆向きに傾斜するように、前記ガイド孔(34a)により誘導案内す
るように構成したことを特徴とする紙裁断機。
【請求項２】
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　前記紙押え部材（31）を支持する支持部材（32）と前記基盤(20)との間に第１弾性部材
（37）を設けるとともに、前記紙押え部材(31)と前記紙押え板（35）との間に第２弾性部
材(38)を設けたことを特徴とする請求項１に記載の紙裁断機。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、基盤上の定位置に載置された裁断紙を裁断する紙裁断機に係わり、特に、裁
断紙を基盤上に確実に安定して圧接保持できる紙裁断機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から用いられている紙裁断機では、基盤に支持され上下方向に移動可能な紙押え部
材を設け、基盤上に位置決め載置した裁断紙を紙押え部材により圧接保持し、前記紙押え
部材に沿ってスライダを移動させることで同スライダに装着した回転刃でもって裁断紙を
裁断していた。
【０００３】
　従来から用いられているこの種の紙裁断機における紙押え装置として、例えば本出願人
により先に提案された紙裁断機（例えば、特許文献１参照。）が提案されている。特許文
献１の紙裁断機における紙押え装置は、基盤の長さ方向に、両側端部に互いに平行な傾斜
面を有する長尺偏平状の平行四辺形板材からなる二枚の第１及び第２作動杆を並列させ、
基盤に対して上下及び水平方向に移動可能に支持している。この場合、各作動杆は、両端
部の傾斜面が上下逆向きの傾斜方向となるように配されている。また、同上下逆向きの傾
斜面に対向して、第１及び第２可動部材が配されている。
【０００４】
　第１及び第２作動杆は、基盤の長さ方向の両側端部において垂直方向に移動可能に支持
された第１及び第２可動部材に支持されている。第１及び第２可動部材間には紙押え部材
を横架して、紙押え部材の長さ方向の両側端部を支持している。第１及び第２可動部材は
コイルバネの弾力にて常に上方に付勢されており、所定の高さ位置となるように配され、
紙押え部材と基盤との間には、裁断紙が挿入される間隙が形成されている。紙押え部材に
は回転刃を装着したスライダが摺動可能に設けられており、紙押え部材の縁を基準として
裁断紙の裁断位置に対しての位置決めが行われる。スライダの回転刃の側面は、紙押え部
材の縁に接触するように回転し、裁断紙の裁断を行う。
【０００５】
　前記第１可動部材には、前記第１作動杆に形成した上向き傾斜面に当接する当接部（隅
角部）と前記第２作動杆に形成した下向き傾斜面に当接する当接部（横凹穴の底縁）とが
隣接して形成されている。これとは逆の配置関係で前記第２可動部材には、前記第１作動
杆に形成した下向き傾斜面に当接する当接部（横凹穴の底縁）と前記第２作動杆に形成し
た上向き傾斜面に当接する当接部（隅角部）とが隣接して設けられている。
【０００６】
　この従来の紙押え装置では、紙押え部材を押圧しながらスライダを摺動させるとき、ス
ライダーによって紙押え部材を第１可動部材の弾力に抗して押圧すると、第１可動部材の
当接部（隅角部）が第１作動杆の上向き傾斜面を押圧することになる。このとき第１作動
杆の上向き傾斜面と第１可動部材の当接部（隅角部）との楔作用によって、第１作動杆は
基盤に沿って水平移動することになる。この第１作動杆の水平移動により、第１作動杆の
他端に形成した下向き傾斜面の先端部が、第２可動部材の当接部（横凹穴の底縁）内に押
込まれ、第１作動杆の他端部に形成した下向き傾斜面と第２可動部材の当接部（横凹穴の
底縁）との楔作用によって第２可動部材が引き下げられる。
【０００７】
　第２可動部材が引き下げられると、第２可動部材の当接部（横凹穴の底縁）に隣接して
形成した第２可動部材の当接部（隅角部）が第２作動杆における上向き傾斜面に当接して
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、第２作動杆は第１作動杆とは反対方向に水平移動することになる。第２可動部材が水平
方向に移動すると、第２作動杆の他端に形成した下向き傾斜面の先端部が第１可動部材の
当接部（横凹穴の底縁）内に押込まれ、第２作動杆の下向き傾斜面と第１可動部材の当接
部（横凹穴の底縁）とによる楔作用によって第１可動部材が引き下げられる。
【０００８】
　第１及び第２作動杆の長さ方向両側部に形成した傾斜面は、上述のように、同一の作動
杆に対して互いに平行に配されるとともに、隣り合う作動杆の傾斜面は互い違いに逆傾斜
して配されている。このため、第１及び第２作動杆と第１及び第２可動部材とが共に協働
して移動することにより、一方の第１可動部材が上下移動されることで、他方の第２可動
部材も第１可動部材と同じ方向に上下動することができる。
【０００９】
　これによって、スライダで紙押え部材をレールの任意の位置で押圧することにより、下
方向に移動する第１及び第２可動部材によって紙押え部材は、基盤に対して常に平行状態
を維持しながら下方向に移動することになる。また、スライダによる紙押え部材の押圧を
解除すると、第１及び第２可動部材と基盤間に配したコイルバネ力によって紙押え部材は
基盤から離間する方向に上昇する。
【００１０】
　従って、多数枚に積み重ねられた裁断紙であっても裁断紙のずれを防止しながら、裁断
位置の位置合わせを容易に行うことができ、正確な寸法で裁断することができる。
【特許文献１】特許第３１１３９５３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　上記特許文献１に開示されているような従来から用いられている紙押え装置によれば、
上述したとおり、スライダによって紙押え部材を押圧しながら摺動させることで、スライ
ダの各摺動位置において、紙押え部材を介して第１及び第２作動杆をそれぞれ逆向きに平
行移動させることができ、第１及び第２作動杆の水平移動で第１及び第２可動部材を下降
させることができる。第１及び第２可動部材を下降移動により、第１及び第２可動部材間
に支持されている紙押え部材を平行状態のままで下方向に移動させることができ、紙押え
部材で裁断紙を略均一な状態で押圧保持することができる。
【００１２】
　しかし、スライダの裁断開始時に第１可動部材を下降させようとする力は、１作動杆を
水平移動させるとともに、第２可動部材を下降させる力として働き、続いて第２作動杆を
水平移動する力となる。このため、第２作動杆を水平移動させるまでには、第１可動部材
に対しては過大な力を作用させなければならなくなる問題があった。
【００１３】
　また、第１及び第２作動杆は、その構造上、第１及び第２可動部材の当接面と密接した
面当たり状態で摺動することになっている。このため、面当たりによる摺動抵抗が大きく
なり、第１及び第２作動杆に対する操作力にもばらつきが発生しやすくなり、第１及び第
２作動杆の円滑な摺動が得られ難くなっている。特に、第１及び第２作動杆が可撓性を有
する材質から構成されている場合は、操作時に第１及び第２作動杆に対して横方向の撓み
が生じてしまい、基盤に対する良好な滑り性能が得られなくなる問題があった。
【００１４】
　更に、第１及び第２可動部材の当接面と前記第１及び第２作動杆の傾斜面とが互いに係
合する角度を適正に設定することが必要となり、そのため第１及び第２可動部材や第１及
び第２作動杆の形状、構造、形態等を厳格に設定しなければならず、製品に対しての高い
寸法精度が必要となっている。しかも、第１及び第２可動部材や第１及び第２作動杆の各
部材間の設定位置合わせなどに高度な調整を行うことが必要であり、そのためには設定位
置調整を厳しく検査しなければならない問題があった。したがって、設備費や製作コスト
等の増加を招き、厳格な品質管理が要求されていた。
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【００１５】
　設定寸法や組立調整の充分な精度が得られない場合には、傾斜面における摩擦抵抗が大
きくなり、また第１及び第２作動杆の摺動抵抗のばらつきも多くなり、スライダから紙押
え部材に加えた力が、第１及び第２可動部材の双方を強力に押下げる力として作用しなく
なる。その結果、第１可動部材と第２可動部材との双方を同時に且つ円滑に安定して下降
させることが困難となり、紙押え部材を均一に裁断紙に対して圧接保持することができな
くなり、紙押え部材の一部が基盤の上方に浮き上がってしまう事態が発生する。
【００１６】
　ところで、基盤上に載置された裁断紙を安定して圧接保持するためには、頑丈な紙押え
部材を使い、しかも第１及び第２作動杆の剛性を強化して耐久性を確保して対応すること
が考えられるが、このような構成を採用すると、第１及び第２作動杆の剛性や耐久性は確
保できるものの、第１及び第２作動杆を形成するのに特別な材料を使用せざるを得なくな
り、材料費の高騰、低コスト生産を阻害するといった問題点が発生することになる。
【００１７】
　本発明は、上記課題を解決するものであり、構造が簡単で安価であり、しかも確実に安
定した良好な状態での紙押え機能を確保し、高品質化及び低コスト化が実現可能であり、
更にはスライダによって紙押え部材における任意の位置を押圧しても、基盤に対する紙の
圧接保持力を略均等に安定して、しかも強固なものにすることのできる紙押え機能を備え
た紙裁断機を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　本件請求項１に係る発明は、上方に付勢された状態で基盤に支持されて上下方向に移動
可能な直杆状の紙押え部材により、前記基盤上に載置された裁断紙を圧接保持して、前記
紙押え部材に沿って切断刃を移動させながら前記裁断紙を裁断する紙裁断機であって、前
記紙押え部材の一端部が支持される前記基盤の最終切断位置側に支持されて前記紙押え部
材の延長方向に揺動自在な第１の揺動リンクと、該紙押え部材の他端部が支持される切断
開始位置側に支持されて該紙押え部材に沿った方向に揺動自在な第２の揺動リンクと、前
記第１の揺動リンクの自由端と前記第２の揺動リンクの自由端との間に回動自在に支持さ
れた連接リンクと、からなる4節リンク列機構を、前記紙押え部材に沿って平行に複数配
設し、前記紙押え部材の下端部に設けられたリンク案内部材の両端にガイド孔を設け、夫
々のガイド孔に前記第１及び第２の揺動リンクを挿通させるとともに、該リンク案内部材
と前記紙押え部材との間に前記連接リンクを配することで、前記リンク案内部材と一体形
成された紙押え板が下降限位置に向かう際に、前記第１の4節リンク列機構の第１の揺動
リンクが、隣り合う前記第２の4節リンク列機構の第２の揺動リンクとは逆向きに傾斜す
るように、前記ガイド孔により誘導案内するように構成したことを特徴とする紙裁断機に
ある。
【００２３】
　請求項２に係る発明は、上記請求項1に記載の発明にあって、前記紙押え部材（31）を
支持する支持部材（32）と前記基盤(20)との間に第１弾性部材（37）を設けるとともに、
前記紙押え部材(31)と前記紙押え板（35）との間に第２弾性部材(38)を設けたことを特徴
としている。
【発明の効果】
【００３２】
本発明の紙裁断機では、基盤に対して常に平行状態を維持して上下方向に移動する紙押え
部材を有するようになり、紙押え部材と基盤との間に設けられた４節リンク列機構によっ
て、前記紙押え部材の長さ方向の全長にわたって裁断紙に対して常に略均等な圧接力を発
生させることができる。よって、前記紙押え部材を下方へ押圧する操作力を、前記４節リ
ンク列機構における連接リンクに対して作用される引張り力として利用することができる
。
【００３３】
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　上述したように従来の技術においては、紙押え部材の裁断開始位置側における一端部を
スライダにより下方へ押下げると、第１作動部材が下降移動し、第１作動杆を前記紙押え
部材の最終裁断位置側に向けて平行移動させる。第１作動杆の平行移動により、第２作動
部材が下降し、第２作動杆を第１作動杆と反対側の裁断開始位置側に向けて平行移動させ
る構成となっているため、第１及び第２作動杆に形成した傾斜面と第１及び第２作動部材
間の摩擦抵抗が大きく、第１及び第２作動杆の摺動力にもばらつきが発生したりしていた
。更に、各作動杆に撓み変形が生じると、第１及び第２作動杆の円滑な摺動が得られ難く
なり、スライダから前記紙押え部材に加えた力が、第１及び第２可動部材に対して均等な
強い押下げ力として直接作用しにくい構成となっていた。
【００３４】
　これに対して、本発明による前記４節リンク列機構を採用したことによって、前記紙押
え部材の上下方向への移動を常に基盤に対して平行状態で行うことができる。しかも前記
紙押え部材の下方への操作力を前記４節リンク列機構の連接リンクに対して、前記紙押え
部材の長さ方向への引張り力として作用させている力を利用することができるので、前記
連接リンクを前記紙押え部材の長さ方向へ引張って下方向に回動しようとする力によって
、前記紙押え部材の長さ方向の全長にわたり略均等な強い圧接力として作用することがで
き、紙押え部材によって裁断紙を安定した状態で確実に圧接保持することができる。裁断
紙の枚数としては、積み重ねられた多数枚の裁断紙は云うに及ばず、一枚の裁断紙であっ
ても前記紙押え部材と基盤との間で略均等に圧接保持することができる。
【００３５】
　本発明の紙裁断機は、前記紙押え部材が基盤に対して常に平行状態を維持しながら上下
方向に移動することが確保され、スライダあるいは手や指で同紙押え部材の任意の位置を
押圧しても、前記紙押え部材をその長さ方向の全長にわたった略均等な圧接力を裁断紙に
対して確実に作用させることができる。このため、基盤に対する紙押え部材の押圧力を偏
らせて作用させることが防止され、裁断紙が裁断位置から位置ずれするのを防止でき、一
枚以上の裁断紙であれば常に正確な寸法で裁断することができる。
【００３６】
　本発明の４節リンク列機構として、例えば二点を静止対偶点として基盤に枢支し、他の
二点を動対偶点とした第１及び第２の揺動リンクを使用し、前記動対偶点同士を連結する
連接リンクを前記紙押え部材の押圧面と反対側の面に沿って上下方向に移動するように構
成することができる。
【００３７】
　即ち、前記紙押え部材の裁断開始位置側における前記第２の揺動リンクを、前記紙押え
部材の最終裁断位置とは反対向きに上向き傾斜で配し、最終裁断位置側における前記第１
の揺動リンクを前記第２の揺動リンクと同一方向に向けて上向き傾斜で配する。
【００３８】
　前記紙押え部材における裁断開始位置側の一端部をスライダにより下方へ押下げると、
前記第２の揺動リンクが回動し、同第２の揺動リンクの回動に伴い前記第１の揺動リンク
が前記連接リンクの引張り力を受けて第２の揺動リンクと同方向に回動する。このとき、
第１及び第２の揺動リンクを連結している連接リンクは、平行状態を維持したまま下方向
へ回動する。連接リンクの平行状態を維持したままでの下方向へ回動により、紙押え部材
の最終裁断位置側における他端部を連接リンクによって下方へ押下げることができる。し
たがって、前記紙押え部材の最終裁断位置側の他端部においても裁断紙を圧接保持するの
に十分な圧接力で押圧保持することができるようになる。
【００３９】
　このような４節リンク列機構を、夫々の第１の揺動リンクと第２の揺動リンクが隣り合
うように並べて配置したので、前記紙押え部材の何れの一端部をスライダ等で押下げ操作
したときでも、紙押さえ部材は基盤に対して略平行状態を維持したまま下方向へ移動する
ので、紙押え部材の他端部側が浮き上がるような事態の発生を確実に防止することができ
る。しかも、同他端部においても十分な押圧力で裁断紙を確実に圧接保持することができ
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る。このように前記４節リンク列機構が簡単な構造であるにも係わらず、紙裁断機の高品
質化と低コスト化を実現することができる。
【００４０】
　加えて、前記４節リンク列機構が、前記紙押え部材に沿って平行に配された第１及び第
２の４節リンク列機構を２組備え、各組の４節リンク列機構間で隣り合う前記第１及び第
２の揺動リンクが、互いに交差して逆向き傾斜で配されるので、各組の４節リンク列機構
のそれぞれの連接リンクが互いに逆向きの長さ方向に移動する。
【００４１】
　このため、スライダ等により前記紙押え部材における任意の位置が押下げられると、同
紙押え部材が各組の４節リンク列機構の双方を上方から作動させることになる。各組の４
節リンク列機構が作動すると、４節リンク列機構の各連接リンクはそれぞれ逆向きに移動
しながら、前記紙押え部材の押圧面とは反対側にある連接リンクと当接している面を長さ
方向にわたり押圧する。このため、同紙押え部材における任意の位置をスライダ等で押下
げても、同紙押え部材は基盤に対して常に平行状態を維持しながら下方向に移動すること
ができ、基盤上に載置した裁断紙を押圧部材の長手方向にわたって略均等に圧接保持する
ことができる。
【００４２】
　このときの前記紙押え部材に作用する押下げ力は、前記第１及び第２の揺動リンクのい
ずれか一方が基点となり、他方が従動回動することになる。前記連接リンクには引張り力
が作用した状態を維持し、連接リンクは平行状態を維持して揺動回動することができる。
したがって、スライダによる紙押え部材に対する押下げ力の作用位置にかかわらず、常に
前記紙押え部材を２組の４節リンク列機構における各連接リンクによって略均等に押下げ
ることができるようになる。
【００４３】
　スライダ等が前記紙押え部材が裁断開始位置と最終裁断位置との間の中間位置を越える
と、他方の組における４節リンク列機構の第２揺動リンクが基点となり、同組の４節リン
ク列機構の第１揺動リンクが連接リンクの引張り力を受けて従動回動する。このとき、同
連接リンクの平行状態を維持した揺動回動によって、前記紙押え部材の長さ方向の全長に
わたって紙押え部材を平行状態を維持したまま基盤側に下降動することができる。したが
って、前記紙押え部材の押圧面を裁断紙に対して常に安定した状態で強固に圧接保持する
ことができる。
　さらに、リンク案内部材のガイド孔によって前記第１及び第２の揺動リンク及び連接リ
ンクを正確に且つ安定して誘導案内することができるので、各リンクのこじれや不良変形
等を防止することができ、左右のぶれを防止しながら、円滑に回転操作することができる
ようになる。したがって、４節リンク列機構の品質を長期間にわたり確保することができ
る。
【００４６】
　上述のように本発明にあっては、前記第１及び第２揺動リンクの揺動時において、前記
連接リンクに引張り力を作用させ、連接リンクを下降回動させることができるので、連接
リンクによって前記紙押え部材の長さ方向に略均等な圧接力を得ることができる。このた
め、前記連接リンクの撓みなどに影響されることなく、基盤の紙載置面と紙押え部材との
間に強固な圧接保持力を確保することができる。しかもこの場合、記紙押え部材と前記４
節リンク列機構との対応位置関係を必ずしも厳密に設定する必要がなく行うことができる
。
【００４７】
　前記連接リンクは、各第１及び第２の揺動リンクの対偶点同士を連結できる構造であれ
ばよく、その大きさ、形態、構造、素材などは特に限定されるものではない。前記連接リ
ンクとして、例えば可撓性をもつ樹脂材や金属材からなる板材、紐やワイヤなどの線材な
どの各種の安価な素材を使用することができ、構造が簡単になるとともに、格別な材質を
もつ高価な部材を使用する必要がなくなり、経済的効果が大きい。
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【００５３】
　請求項２に係る発明によれば、前記支持部材と前記基盤との間に第１弾性部材を設ける
とともに、前記紙押え部材と前記紙押え板との間に第２弾性部材が設けられてれている。
第１の弾性部材の付勢力によって、所要の高さをもって前記紙押え部材との間隙を確保し
、同間隙によって裁断紙が挿入される間隙を形成することができる。
【００５６】
　前記紙押え部材の紙押え板により基盤上に載置された裁断紙が圧接保持されるとき、第
１段階では上記第１弾性部材の弾力に抗した変形により、前記紙押え板を介して裁断紙を
圧接保持し、第２段階では前記第２弾性部材の弾力に抗した変形により、前記紙押え板を
介して裁断紙を圧接保持する。従って、第１及び第２弾性部材の複合作用によって、前記
基盤に対する紙押え部材の押圧力をさらに強いものとすることができる。また、積み重ね
られた裁断紙の枚数にかかわらず、基盤の紙載置面に裁断紙をしっかりと確実に圧接保持
することができるようになり、正確な寸法をもって任意の枚数の裁断紙を同時に連続して
裁断することができるようになる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００６０】
　以下、本発明の好適な実施形態を添付図面に基づいて具体的に説明する。
　図１～図８は本発明の代表的な実施形態を示している。図１は同紙裁断機の要部を概略
的に示す全体斜視図、図２及び図３は同紙裁断機の一部を構成する紙押え装置の要部を長
さ方向に切り欠いて拡大して示す要部拡大断面図、図４は図２のＩＶ－ＩＶ線の矢視断面
図、図５及び図６は同紙押え装置の作動状態を示す要部断面図、図７は図５のＶＩＩ－Ｖ
ＩＩ線の矢視断面図、図８は同紙裁断機の一部を構成するスライダを拡大して概略的に示
す全体斜視図である。なお、本実施形態にあっては、紙裁断方向（長さ方向）を前後とい
い、紙裁断方向と直交する方向を左右という。
【００６１】
　図１に示す紙裁断機１０は、従来と同様に、図示せぬ裁断紙を載置する紙載置面を有す
る長方形状の基盤２０と、裁断紙を前記基盤２０の紙載置面に位置決めして圧接保持する
紙押え装置３０と、同紙押え装置３０の一部を構成する直杆状の紙押え部材（レール部材
）３１に沿って移動し、図８に示すように裁断紙を所要の大きさに裁断する切断刃として
回転刃４１を回動自在に支承したスライダ４０とを備えている。尚、切断刃としては、回
転刃を用いた例について説明を行うが、本願発明は回転刃に限定されるものではなく、直
線状や曲線状の反りを備えた固定刃を用いることができるものである。
【００６２】
　この基盤２０は一般的な金属板材又はプラスチック材料からなり、同基盤２０の長さ方
向（紙裁断方向）の両側端部には第１及び第２の凹陥部２１，２１が形成されている。各
凹陥部２１の内壁面の左右側壁部は、前記紙押え部材３１を上下方向に摺動案内する案内
面に形成されている。この凹陥部２１の案内面の間の空間には、紙押え装置３０の構成部
品の一つである第１及び第２の支持部材３２，３２を導入する導入案内路が形成されてい
る。また、この支持部材３２を前記凹陥部２１の左右両壁の案内面に沿わせて容易に導入
案内することができる構成となっている。各凹陥部２１の底面の左右両側には、図９に示
すように、それぞれ前後一対のリンク取付フランジ２１ａ，２１ａが、互い違いに立設さ
れている。基盤２０の下面には、高い摩擦係数を有するゴム材やその他の材料からなる図
示せぬパッドが適当な固着手段により固着一体化されており、裁断機を所定の位置に確実
に保持できるようになされている。
【００６３】
　前記凹陥部２１に隣接する基盤２０の紙載置面には、同基盤２０の長さ方向の両側端縁
まで延びる幅狭の嵌合凹部２２が直線状に延設されている。この嵌合凹部２２は、硬質ゴ
ム材等からなる細長い刃受板２３（図１参照。）を嵌合支持しており、嵌合凹部２２の設
置部分は図８に示すように前記スライダ４０の回転刃４１の切断位置に対応している。前
記嵌合凹部２２の長さ方向の両側端部には、前記刃受板２３の長さ方向における両側上端
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部を支承する一対の固定部材２４，２４が回動自在に設けられており、前記刃受板２３が
交換可能に装着されている。
【００６４】
  前記紙押え装置３０は、図２、図３及び図９に示すように、前記紙押え部材３１の左右
両側には、紙押え部材３１の上下移動と協動して紙押え部材３１の長さ方向にわたって略
均等な圧接力を付与する一対の第１及び第２の４節リンク列機構３３，３３を備えている
。この４節リンク列機構３３は本発明の最も主要な特徴としている。本発明の典型的な実
施形態による４節リンク列機構３３は、二点を静止対偶点として上下方向に回動自在に支
持し、他の二点を動対偶点としたリンクから構成されている。この４節リンク列機構３３
は、前記紙押え部材３１の上下方向への移動を基盤に対して常に平行状態に維持すること
ができるとともに、紙押え部材３１における任意の位置を押下げても、リンク揺動方向に
作用する引張り力によって紙押え部材３１を押圧することができ、紙押え部材３１の長さ
方向の全長にわたり略均等な強い圧接力を安定して確保することができるように構成され
ている。
【００６５】
　更に前記紙押え装置３０は、図２～図４に示すように、基盤２０に対して上下方向に移
動可能な前後一対の支持部材３２，３２と、同一対の支持部材３２，３２間に横架して配
される紙押え部材３１と、前記支持部材３２との間に配されるリンク案内部材３４と、前
記紙押え部材３１の上下移動と協動して基盤２０の紙載置面に離間・接触可能な紙押え板
３５とを備えている。これによって、本発明に係る紙裁断機１０の他の特徴部を構成して
いる。
【００６６】
　前記紙押え装置３０の構成部品である紙押え部材３１、支持部材３２、リンク案内部材
３４、及び紙押え板３５は、それぞれポリアミド、ポリアセタール、ポリプロピレン、ポ
リブチレンテレフタレートなどの熱可塑性樹脂や耐摩耗性強化材を添加した熱可塑性樹脂
材料などが使用され、射出成形により製造される。
【００６７】
　前記紙押え装置３０の主要な構成部品の一つである４節リンク列機構３３は、図２、図
３及び図９に示すようにリンク３３ａ～３３ｃの端部間をピン結合させて、第１及び第２
揺動リンク３３ａ，３３ｂが前記リンク取付フランジ２１ａ，２１ａに揺動自在に枢支さ
れ、第１及び第２揺動リンク３３ａ，３３ｂのリンク取付フランジ２１ａに枢支された端
部を静止対偶点としている。
【００６８】
　従って、第１及び第２揺動リンク３３ａ，３３ｂの自由端は動対偶点となり、動対偶点
同士を連結する連接リンク３３ｃは前記紙押え部材３１の押圧面の裏面側、つまり紙押え
部材３１とリンク案内部材３４との間に沿って延在されている。前記第１及び第２揺動リ
ンク３３ａ，３３ｂは熱可塑性樹脂材料からなり、前記連接リンク３３ｃは可撓性をもつ
細長い金属板材からなる。
【００６９】
　図示例による４節リンク列機構３３は、各支持部材３２間に並列して配された２組の４
節リンク列機構３３からなり、２組の４節リンク列機構３３，３３はそれぞれ一対の第１
及び第２の４節リンク列機構３３，３３により構成されている。この２組の４節リンク列
機構３３は左右ともに同様の構造からなるが、各４節リンク列機構間で隣り合う第１及び
第２揺動リンク３３ａ，３３ｂ同士の傾斜方向が、図９に示すように互いに交差して逆向
きに傾斜して配されている。
【００７０】
　本実施形態にあっては、第１組の４節リンク列機構３３の第１揺動リンク３３ａに隣接
して第２組の４節リンク列機構３３の第２揺動リンク３３ｂが配されるとともに、第１組
の４節リンク列機構３３の第２揺動リンク３３ｂに隣接して第２組の４節リンク列機構３
３の第１揺動リンク３３ａが配されている。各４節リンク列機構３３は、交差して配され
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る第１及び第２揺動リンク３３ａ，３３ｂの揺動により各連接リンク３３ｃを長さ方向に
対して逆向きに移動するように構成されている。第１組及び第２組の４節リンク列機構３
３は同様な構成を有するので、同じ方向に作動するリンクは同一の符号を用いて個別の各
リンクについての説明を省略する。
【００７１】
　前記４節リンク列機構３３の他の主要な特徴部の一つとして、最終裁断位置側の第１揺
動リンク３３ａのリンク長（Ｌ１）は、図３に示すように裁断開始位置側の第２揺動リン
ク３３ｂのリンク長（Ｌ２）よりも僅かに短く設定されている。前記第１揺動リンク３３
ａの静止対偶点は、前記第２揺動リンク３３ｂの静止対偶点よりも僅かに高い位置に設定
されている。
【００７２】
　従って、前記リンク取付フランジ２１ａの第１揺動リンク３３ａ側にあるリンク揺動孔
の中心高さ（Ｈ１）は、図３に示すように第２揺動リンク３３ｂ側にあるリンク揺動孔の
中心高さ（Ｈ２）よりも僅かに高く設定されている。
【００７３】
　各組の４節リンク列機構３３のうち一方の組における連接リンク３３ｃは、前記紙押え
部材３１の裁断開始位置側の一端部から最終裁断位置側の他端部にわたり上傾斜して配さ
れるとともに、他方の組の連接リンク３３ｃは、前記一方の組の連接リンク３３ｃに交差
して逆向きに下傾斜して配されていることが好適である。
【００７４】
　このように、第１揺動リンク３３ａのリンク長（Ｌ１）＜第２揺動リンク３３ｂのリン
ク長（Ｌ２）、リンク取付フランジ２１ａの第１揺動リンク側にあるリンク揺動孔の中心
高さ（Ｈ１）＞リンク取付フランジ２１ａの第２揺動リンク側にあるリンク揺動孔の中心
高さ（Ｈ２）の関係をもって４節リンク列機構３３を形成することで、短尺の第１揺動リ
ンク３３ａを長尺の第２揺動リンク３３ｂよりも小さな揺動半径で揺動することができる
。
【００７５】
　スライダ４０により押圧された前記紙押え部材３１により各第１揺動リンク３３ａ，第
２揺動リンク３３ｂの双方が上方から押圧されると、第１揺動リンク３３ａと第２揺動リ
ンク３３ｂとの揺動差（回動差）によって、長尺の第２揺動リンク３３ｂが連接リンク３
３ｃを介して短尺の第１揺動リンク３３ａを強く押下げながら下方に向けて回動する。
【００７６】
　このときの押下げ力が前記連接リンク３３ｃを長さ方向に引張る力として強力に作用し
、連接リンク３３ｃを下方に回動移動させる。このときの力の存在により、第１揺動リン
ク３３ａまたは第２揺動リンク３３ｂの少なくとも一方を回動させ続け、スライダ４０に
よる前記紙押え部材３１に対する押下げ力が作用する位置にかかわらず、常に前記紙押え
部材３１が下方に押下げられる。このようにして第１揺動リンク３３ａと第２揺動リンク
３３ｂによる揺動によって、紙押え部材３１の圧接保持力を増大させることができる。
【００７７】
　本実施形態では、スライダ４０によって前記紙押え部材３１を裁断開始位置側の第２揺
動リンク３３ｂから最終裁断位置側の第１揺動リンク３３ａに向けて下方へ押圧しながら
スライダ４０を摺動させると、各組の４節リンク列機構３３の双方が同時に押圧されるこ
とになる。各組の４節リンク列機構３３のうち一方の第２揺動リンク３３ｂが基点となり
、第１揺動リンク３３ａが連接リンク３３ｃの引張り力を受けて第２揺動リンク３３ｂと
同一方向に回動する。
【００７８】
　スライダ４０の摺動位置が、前記紙押え部材３１の裁断開始位置側の一端部と最終裁断
位置側の他端部との中間位置を越えると、上記操作とは逆に他方の組の第２揺動リンク３
３ｂが基点となり、同組の第１揺動リンク３３ａが連接リンク３３ｃの引張り力を受けて
回動する。従って、スライダ４０のスライド位置に係わらず、前記紙押え部材３１の長さ



(10) JP 4471338 B2 2010.6.2

10

20

30

40

50

方向の全長にわたり紙押さえ部材３１による裁断紙に対する押圧力に偏りを生じさせるこ
とがない。紙押え部材３１の押圧面を図示せぬ裁断紙に対して常に安定して強固にしかも
紙押え部材の長手方向にわたって略均一に圧接保持することができる。
【００７９】
　図示例による連接リンク３３ｃは、図２、図３及び図９に示すように第１及び第２揺動
リンク３３ａ，３３ｂの自由端において、相対的に回動自在に把持された熱可塑性樹脂材
料から構成されている第１及び第２のリンク連結アーム３６を介して第１及び第２揺動リ
ンク３３ａ，３３ｂにピン結合されている。
【００８０】
　リンク連結アーム３６は、図９に示すように全体が二股状を呈し、略Ｕ字状の嵌込開口
を有する嵌込体から形成されている。同嵌込開口を水平方向に向けた状態で第１及び第２
揺動リンク３３ａ，３３ｂの自由端部に回動自在にピン結合されている。連接リンク３３
ｃと第１及び第２揺動リンク３３ａ，３３ｂとの結合は、ピン結合に限定されるものでは
なく、連接リンク３３ｃが第１及び第２揺動リンク３３ａ，３３ｂに対して揺動自在に支
承される構成であれば、適宜の構成を採用することができる。
【００８１】
　リンク連結アーム３６の基端部には、連接リンク３３ｃの長手方向に向けて張り出した
直方形の外郭形態をもつフランジ３６ａが延設されている。前記連接リンク３３ｃの端部
は、前記フランジ３６ａの片側の端面をビス止め、ヒーター加熱溶着、或いは超音波溶着
や高周波溶着等により固定されている。
【００８２】
　前記４節リンク列機構３３における更に他の主要な特徴部の一つとして、前記連接リン
ク３３ｃの裁断最終側端部の下面には、前記リンク案内部材３４を上面から圧接する第１
の当接突出部である直線状当接リブ３６ｂが突設されている。同当接リブ３６ｂは、図２
及び図３に示すように、前記第２揺動リンク３３ｂよりも短尺の第１揺動リンク３３ａの
リンク連結アーム３６のフランジ３６ａの下面に配され、前記連接リンク３３ｃの移動方
向に向けて漸次長い寸法に設定されている。
【００８３】
　前記リンク案内部材３４又は前記リンク連結アーム３６のいずれかに当接リブ３６ｂを
設けることにより、同当接リブ３６ｂの突出領域でリンク案内部材３４とリンク連結アー
ム３６とを部分的に接触させることで、前記連接リンク３３ｃの円滑な摺動を確保してい
る。
【００８４】
　本発明にあっては、上述のように、各揺動リンク３３ａ，３３ｂの揺動時に前記連接リ
ンク３３ｃに作用する引張り力によって、紙押え部材３１の長さ方向にわたって略均等な
圧接力を得ることができる。このため、連接リンク３３ｃの撓みなどに影響されることな
く、紙押え部材３１と４節リンク列機構３３との対応位置関係を厳密に設定する必要がな
くなる。
【００８５】
　本実施形態では、連接リンク３３ｃとして可撓性をもつ細長い金属板材が使用されてい
る。しかして、本発明はこれに限定されるものではなく、連接リンク３３ｃは各揺動リン
ク３３ａ，３３ｂの動対偶点同士を連結できる構造であればよく、例えば可撓性金属板材
に代えて、可撓性をもつ樹脂板材、紐やワイヤからなる線材などの各種の安価な素材を使
用することができる。このように、格別な材質をもつ高価な部材を使用する必要がなくな
るため、経済的効果が大きくなり、連接リンク３３ｃの大きさ、形態、構造、素材等を特
に限定しなくてもすむ。
【００８６】
　基盤２０の前記第１及び第２凹陥部２１に支持され、上下方向に移動可能な第１及び第
２支持部材３２，３２は、偏平な上面部と前後及び左右に形成された壁部を有する下面を
開放した矩形枠体から構成される。同矩形枠体の上面部における内面中央部には、図２に
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示すように円筒ボス３２ａが下方に向けて突設されている。同矩形枠体内には各４節リン
ク列機構３３の一部を揺動可能に収容するリンク収容空間部が形成されている。
【００８７】
　前記支持部材３２の前壁部の下端中央部には、前方に向けて略直角に屈曲するストッパ
ー部３２ｂが形成されている。また、同支持部材３２の上面部には、図３に示すように、
第１及び第２揺動リンク３３ａ，３３ｂの揺動を誘導案内する、第１のガイド孔３２ｃが
前記リンク収容空間部において上下に貫通して形成されている。
【００８８】
　前記円筒ボス３２ａの外周面には、前記凹陥部２１の底面との間に張設された第１の圧
縮バネ３７が介装されており、同圧縮バネ３７の弾力により前記支持部材３２は常に上方
に向けて付勢されている。この圧縮バネ３７の押上げ力は、前記支持部材３２のストッパ
ー部３２ｂが、前記リンク収容空間部の下側周辺部を長さ方向に横切って形成された基盤
２０の横貫通孔２０ａの上部開口端に係止することにより受け止められる。前記支持部材
３２は、前記紙押え板３５と基盤２０の紙載置面との間に裁断紙が挿入される間隙が形成
される所要の高さをもって静止している。
【００８９】
　各支持部材３２間に横架支持された紙押え部材３１は、基盤２０の長さ方向の寸法と略
同一寸法をもつ天井壁部及び左右側壁部を備えており、断面形状が下面を開放した略横Ｃ
字形をなしている。前記天井壁部の外面は前記スライダ４０を摺動案内する案内面とされ
ている。
【００９０】
　前記天井壁部の内面中央部には、図３及び図４に示すように、都合２個の紙押え板取付
用の円筒状取付ボス３１ａ，３１ａが長さ方向に所定の間隔をもって下方に突設されてい
る。また、スライダ摺動案内用の係合段部３１ｂが、前記左右側壁部の下端縁部外面から
内方に向かい段差をもって形成されている。各支持部材３２の上面には、それぞれ紙押え
部材３１における前後側壁部を構成する側壁板３２ｄ，３２ｄが、その対向面を所定の間
隔をおいて立設されている。同対向面間には紙押え部材３１の長さ方向の両側開口端が閉
鎖されている。
【００９１】
　前記紙押え部材３１の天井壁部の内面中央部には、図２に示すように前記支持部材３２
において上下方向に貫通して形成されたビス挿通孔が形成されている。前記紙押え部材３
１にあって、上下方向に貫通して形成された同ビス挿通孔のそれぞれに対応する位置には
、所要数の円筒状取付ボス３１ｃ，…，３１ｃが下方向けて突設されている。同円筒状取
付ボス３１ｃの筒部内に形成された内ネジに前記各ビス挿通孔を介してビス締めを行うこ
とで締付固定することができる。これにより、前記紙押え部材３１、前記支持部材３２及
びリンク案内部材３４を固定支持して一体化することができる。
【００９２】
　前記紙押え部材３１の他の特徴部の一つとして、前記天井壁部の内面中央部における長
尺の前記第２揺動リンク３３ｂに対応する位置には、図３に示すように第２の当接突出部
である直線状当接リブ３１ｄが下方に向けて突設されている。同当接リブ３１ｄの当接面
は、前記第２揺動リンク３３ｂを上面から圧接する部分として形成されている。
【００９３】
　第２揺動リンク３３ｂよりも短尺の第１揺動リンク側に配した第１揺動リンク連結アー
ム３６のフランジ３６ａの下端面には、第１当接リブ３６ｂが同じ方向に向けて上下に互
い違いに延設されている。更に第２当接リブ３１ｄは、第１当接リブ３６ｂよりも長く設
定されるとともに、第１当接リブ３６ｂの突出寸法よりも大きく設定されている。
【００９４】
　前記第１及び第２当接リブ３６ｂ，３１ｄの存在により、第１揺動リンク側の第１当接
リブ３６ｂの突出高さ分だけ、第２揺動リンク側の第２当接リブ３１ｄが強力に第１及び
第２揺動リンク３３ａ，３３ｂを押圧することになる。なお、例えば前記紙押え部材３１
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、前記リンク案内部材３４、前記リンク連結アーム３６の長さや幅、形態、構造や素材な
どに応じて各当接リブ３６ｂ，３１ｄの形成位置を適宜に設定することができる。いずれ
も第１、第２当接リブ３６ｂ，３１ｄを形成したことにより連接リンク３３ｃの円滑な摺
動が保証される。また、直線状当接リブに代えて、例えば当接リブを単なる突部のような
構造、形態に形成することも可能である。
【００９５】
　前記紙押え部材３１の下端縁部内面に内嵌固定されたリンク案内部材３４は、紙押え部
材３１の長手方向の寸法と略同一寸法をもち、側面形状がほぼＵ字状をなす偏平な細長い
板体により構成されている。このリンク案内部材３４の特徴部の一つとして、リンク案内
部材３４は、図３に示すように、前記支持部材３２のガイド孔３２ｃに対応する位置に第
２の直線状ガイド孔３４ａを有していることである。同ガイド孔３４ａによって、リンク
揺動時には、紙押え板３５の下降限位置に向けて各揺動リンク３３ａ，３３ｂ及び連接リ
ンク３３ｃを誘導案内することができる。
【００９６】
　前記紙押え部材３１とリンク案内部材３４とが横架支持状態にあるとき、リンク案内部
材３４と紙押え部材３１との間には所要の間隔が保たれ、このリンク案内部材３４の上面
と紙押え部材３１の内面と前後一対の支持部材３２の各側壁板３２ｄの対向面とにより囲
まれる空間は、上記リンク収容空間部を横切って長さ方向に延びた形状に構成され、各リ
ンク３３ａ～３３ｃの揺動を誘導案内するリンク案内空間となる。
【００９７】
　このように、紙押え部材３１とリンク案内部材３４との間を有効に利用することにより
、各揺動リンク３３ａ，３３ｂ及び連接リンク３３ｃの揺動姿勢を安定して確実に保持す
ることができる。しかも、各揺動リンク３３ａ，３３ｂ及び連接リンク３３ｃを直線的に
誘導案内する簡単な構造が得られる。また、リンク案内部材３４の存在により４節リンク
列機構３３を外部に露呈することがなくなり、簡単に且つ的確に装着することができると
ともに、見栄えのよい商品価値の高い紙裁断機を得ることができる。
【００９８】
　前記紙押え板３５は、図２～図４に示すように、各支持部材３２間の寸法と略同一寸法
をもつ偏平な直方体形に形成されており、前記リンク案内部材３４の挿通孔を介して紙押
え部材３１における前記円筒状取付ボス３１ａの外周面に対して上下動自在に外嵌固定さ
れている。
【００９９】
　この紙押え板３５の前記円筒状取付ボス３１ａに対応する位置には、円筒状の構造をも
つ差込部３５ａが前記円筒状取付ボス３１ａに固定可能な高さをもって上方に突設されて
いる。この差込部３５ａは、第２の圧縮バネ３８を前記紙押え部材３１との間で位置決め
支持する円環状支持面を有する大径の円筒部と前記紙押え部材３１の円筒状取付ボス３１
ａに対して上下動自在に外嵌固定される小径の円筒部とから構成されている。
【０１００】
　前記紙押え板３５の円筒状差込部３５ａの筒部内を通して、前記円筒状取付ボス３１ａ
の筒部内に形成された内ネジに取付ビス３９を締付固定することで、紙押え板３５を基盤
２０の紙載置面との間に裁断紙が挿入される間隙が形成される所要の高さをもって配する
ことができる。
【０１０１】
　紙押え板３５は前記圧縮バネ３８の弾力により常に下方に向けて付勢されている。同圧
縮バネ３８の押下げ力は、前記取付ビス３９に固着されたストッパーとしての機能をもつ
ワッシャ３９ａを、前記差込部３５ａの大径円筒部の内部底面に係止することにより受け
止めることができる。
【０１０２】
　本実施形態では、前記支持部材３２と基盤２０の凹陥部２１における底面との間に前記
第１圧縮バネ３７を有するとともに、前記紙押え部材３１と紙押え板３５との間に前記第
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２圧縮バネ３８を有している。このため、前記紙押え部材３１の紙押え板３５により基盤
上に載置された裁断紙が圧接保持される第１段階では、前記第１圧縮バネ３７の弾力に抗
した変形により、前記紙押え板３５を介して裁断紙を圧接保持することができる。図５～
図７に示すように、第２段階では前記紙押え部材３１をさらに押圧することにより、前記
第２圧縮バネ３８の弾力に抗した変形が前記紙押え板３５に作用し、裁断紙に対して２段
階目の圧接保持が行われる。
【０１０３】
　このように、第１及び第２圧縮バネ３７，３８の複合作用により、基盤２０と紙押え部
材３１との間の押圧力をさらに強いものとすることができる。従って、積み重ねられた裁
断紙の枚数にかかわらず、基盤２０の紙載置面に裁断紙を強固に圧接保持することができ
、正確な寸法をもって任意の枚数の裁断紙を同時に連続して裁断することができる。
【０１０４】
　図８に示すスライダ４０は、全体がほぼ横Ｃ字形をなしており、前記紙押え部材３１の
係合段部３１ｂに沿って摺動可能に外嵌固定される。基盤２０に載置された裁断紙を裁断
する場合は、紙押え部材３１の縁を基準にして裁断紙の裁断位置の位置決めがなされる。
スライダ４０を紙押え部材３１の係合段部３１ｂに沿って移動させることで、スライダ４
０の回転刃４１の側面が紙押え部材３１の縁に接触して回転しながら裁断紙を裁断するこ
とができる。
【０１０５】
　スライダ４０の内周面は、紙押え部材３１の外郭形状と同一の曲率をもつ円弧面を有し
ており、紙押え部材３１の外周面を跨いで外嵌固定する嵌合凹部とされている。スライダ
４０の内周面下端の前後には、それぞれ紙押え部材３１の係合段部３１ｂを横断する方向
に、所定の間隔をもって摺動自在に係合支持される左右両側一対の係合部４２，４２を有
している。このようなスライダ４０としては、例えば本出願人が先に提案した実願昭６３
－２６７７６号に開示されたスライダと主要部の構成において同様の構成を備えたスライ
ダを本願発明の紙裁断機に適用することができる。
【０１０６】
　前記紙押え部材３１はスライダ４０を摺動案内する案内面の一部を構成する係合段部３
１ｂを有しているため、上記４節リンク列機構３３が干渉することなく、その使用時の安
全性や信頼性等を著しく向上させることができる。また、前記スライダ４０の移動に伴い
、既述のように４節リンク列機構３３を介して、前記紙押え部材３１の長さ方向にわたっ
て略均等に裁断紙を強固に圧接保持できる。このため、比較的に小さな力をもって極めて
容易に且つ速やかに一枚以上の裁断紙を裁断することができる。
【０１０７】
　上記のように構成された紙押え装置３０は常法に従い組み立てられる。この紙押え装置
３０は、スライダ４０の摺動に伴い紙押え部材３１の任意の位置が押下げられると、前記
紙押え部材３１の第２当接リブ３１ｄ及び前記第１揺動リンク連結アーム３６の第１当接
リブ３６ｂを介して、紙押え部材３１が第１及び第２の４節リンク列機構３３，３３の双
方を上方から押圧することになる。各組の４節リンク列機構３３の双方が押圧されると、
各組の４節リンク列機構３３における第１及び第２の揺動リンク３３ａ，３３ｂと連接リ
ンク３３ｃとは互いが長さ方向を逆向きに移動することになる。
【０１０８】
　これらの各リンク３３ａ～３３ｃの移動により、リンク案内部材３４及び紙押え板３５
の双方が基盤２０の紙載置面に向けて押下げられる。このとき、各組の４節リンク列機構
３３を互いに反対方向に移動させながら、前記リンク案内部材３４及び紙押え板３５の双
方を押圧することになる。このため、リンク案内部材３４及び紙押え板３５の双方を横架
支持する左右両側一対の支持部材３２，３２は、同時に同一方向に、且つ同一の移動スト
ロークをもって下降することになる。
【０１０９】
　従って、スライダ４０の摺動に伴って、スライダ４０により紙押え部材３１の任意の位
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置を押下げても、前記紙押え板３５は基盤に対して常に平行状態を維持しながら下方向に
移動し、基盤２０上の裁断紙を圧接保持することができる。
【０１１０】
　このときの紙押え部材３１の押下げ力は、上述のように短尺の第１揺動リンク３３ａと
長尺の第２揺動リンク３３ｂとの揺動差（回動差）によって、長尺の第２揺動リンク３３
ｂの下方への揺動に伴い連接リンク３３ｃに引張り力を作用させながら短尺の第１揺動リ
ンク３３ａを下方に向けて揺動することになる。
【０１１１】
　従って、この引張り力が存在するかぎり、各リンク３３ａ～３３ｃを介して前記紙押え
部材３１がまっすぐに押下げられることになり、スライダ４０の摺動による紙押え部材３
１の押下げ力を紙押え部材３１全体にわたり円滑に安定して直接作用することができるよ
うになる。しかも、紙押え部材３１と基盤２０との間に紙押え部材３１の長さ方向に略均
等な圧接力を発生させることができる。
【０１１２】
　従って、スライダ４０の摺動に伴い紙押え部材３１の任意の位置を押圧しても、紙押え
板３５は、押圧力の偏りを発生することなく、基盤２０の紙載置面に対して常に安定して
強固に圧接保持される。
【０１１３】
　紙の裁断が終了してスライダ４０の押圧力を解放すると、前記支持部材３２は第１及び
第２圧縮バネ３７，３８の復元力によって初期の待機位置に向けて押し上げられる。この
第１及び第２圧縮バネ３７，３８の押上げ力によって、前記紙押え部材３１全体は上方向
に向けて移動して初期の姿勢に戻ることができる。
【０１１４】
　図９及び図１０は、本発明に係る紙裁断機に適用される紙押え装置の変形例を示してい
る。図９は同紙押え装置の要部を一部切欠して概略的に示す分解斜視図、図１０は同紙押
え装置の要部を拡大して示す要部拡大断面図である。なお、これらの図において上記実施
形態と実質的に同じ部材には同一の部材名と符号を付している。従って、これらの部材に
関する詳細な説明は省略する。
【０１１５】
　これらの図において、この紙押え装置３０の特徴部は、リンク案内部材３４及び紙押え
板３５の双方を一体に形成していること、および紙押え部材３１及びリンク案内部材３４
の一部に４節リンク列機構３３の揺動を誘導案内する案内板３１ｅ，３４ｂを有している
ことである。この変形例にあっては、前記リンク案内部材３４の長辺側端面から同一平面
上を延出する紙押え板３５が基盤２０の紙載置面に圧接保持する当接面を構成する。
【０１１６】
　図示例による紙押え部材３１は、図９及び図１０に示すように、上方に向けて緩やかな
凸曲面をもつ円弧状の断面形状をなす天井壁部、前後側壁部及び左右側壁部を備え、前記
基盤２０の長さ方向の寸法とほぼ同一寸法をもって下面を開放した長い矩形カバー体から
形成されている。
【０１１７】
　前記天井壁部の内面には、一対の第１の案内板３１ｅ，３１ｅが、リンク案内部材３４
における２条のガイド孔３４ａ，３４ａから内方向にずれた位置に沿って、平行に且つ所
定の間隔をおいて下方に突設されている。この第１の案内板３１ｅは、左右両側一対の４
節リンク列機構３３，３３の各連接リンク３３ｃの誘導案内面を構成する。
【０１１８】
　一方、前記リンク案内部材３４には、前記連接リンク３３ｃの誘導案内面を構成する一
対の第２の案内板３４ｂ，３４ｂが、その板面を前記第１案内板３１ｅの対向面と平行に
且つ前記リンク案内部材３４の２条のガイド孔３４ａ，３４ａから外方向にずれた位置に
沿って立設されている。
【０１１９】
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　従って、前記第１案内板３１ｅ及び第２案内板３４ｂの対向面間に沿って前記リンク案
内部材３４の２条のガイド孔３４ａ，３４ａが直線状に配され、前記連接リンク３３ｃを
誘導案内する案内路を形成している。なお、前記ガイド孔３４ａ及び各案内板３１ｅ，３
４ｂの形態、設置位置、設置個数等は図示例に限定されるものではない。
【０１２０】
　こうして前記４節リンク列機構３３の第１及び第２揺動リンク３３ａ，３３ｂと連接リ
ンク３３ｃは、前記支持部材３２及び前記リンク案内部材３４を長さ方向に跨いで、前記
ガイド孔３４ａ及び各案内板３１ｅ，３４ｂに沿って正確に且つ安定して誘導案内するこ
とができる。
【０１２１】
　その結果、各リンク３３ａ～３３ｃのこじれや不良変形等を防止することができるとと
もに、左右のぶれを防止しながら、円滑に回転操作することができるようになり、４節リ
ンク列機構３３の品質を長期間にわたり確保することができる。また、前記紙押え板３５
と前記リンク案内部材３４とを一体に形成しているため、紙押え板３５とリンク案内部材
３４とを集約化して紙裁断機１０全体の小型化、縮小化、軽量化が実現できる。しかも、
紙裁断機１０の構成部品の削減、組立費、製作費や材料費の低コスト化が実現できる。
【０１２２】
　以上は本発明の好適な実施形態及び変形例を例示したものであり、例えば上記４節リン
ク列機構３３の一つ、或いはその任意の組合せによっても、本発明の目的を充分に達成す
ることができることは勿論である。従って、本発明は上記実施形態や変形例に限定されな
いことは当然であり、各請求項に記載した範囲内で様々に設計変更が可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１２３】
【図１】本発明の代表的な実施形態である紙裁断機の要部を概略的に示す全体斜視図であ
る。
【図２】同紙裁断機の一部を構成する紙押え装置の要部を長さ方向に切り欠いて拡大して
示す要部拡大断面図である。
【図３】同紙押え装置の要部を長さ方向に切り欠いて拡大して示す要部拡大断面図である
。
【図４】図２のＩＶ－ＩＶ線の矢視断面図である。
【図５】同紙押え装置の作動状態を示す要部断面図である。
【図６】同紙押え装置の作動状態を示す要部断面図である。
【図７】図５のＶＩＩ－ＶＩＩ線の矢視断面図である。
【図８】同紙裁断機の一部を構成するスライダを拡大して概略的に示す全体斜視図である
。
【図９】同紙押え装置の変形例の要部を一部切欠して概略的に示す分解斜視図である。
【図１０】同紙押え装置の要部を拡大して示す要部拡大断面図である。
【符号の説明】
【０１２４】
１０　　　　　紙裁断機
２０　　　　　基盤
２０ａ　　　　横貫通孔
２１　　　　　凹陥部
２１ａ　　　　リンク取付フランジ
２２　　　　　嵌合凹部
２３　　　　　刃受板
２４　　　　　固定部材
３０　　　　　紙押え装置
３１　　　　　紙押え部材
３１ａ，３１ｃ　　円筒状取付ボス
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３１ｂ　　　　係合段部
３１ｄ　　　　第２当接リブ
３１ｅ　　　　第１案内板
３２　　　　　支持部材
３２ａ　　　　円筒ボス
３２ｂ　　　　ストッパー部
３２ｃ　　　　第１ガイド孔
３２ｄ　　　　側壁板
３３　　　　　４節リンク列機構
３３ａ　　　　第１揺動リンク
３３ｂ　　　　第２揺動リンク
３３ｃ　　　　連接リンク
３４　　　　　４節リンク案内部材
３４ａ　　　　第２ガイド孔
３４ｂ　　　　第２案内板
３５　　　　　紙押え板
３５ａ　　　　差込部
３６　　　　　リンク連結アーム
３６ａ　　　　フランジ
３６ｂ　　　　第１当接リブ
３７　　　　　第１圧縮バネ
３８　　　　　第２圧縮バネ
３９　　　　　取付ビス
３９ａ　　　　ワッシャ
４０　　　　　スライダ
４１　　　　　回転刃
４２　　　　　係合部
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